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平成２７年労第２４３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付の支給に

関する処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、会社Ａ（以下「会社」という。）に雇用され、Ｂ県Ｃ市所在のＤ発電

所構内にある会社Ｅ事業所において勤務していたところ、平成○年○月○日、他

の事業場所属の労働者が運転する社有車に同乗し出勤する途中、交通事故（以下

「本件災害」という。）により受傷した。 

請求人は、同日、Ｆ医療センターに受診し、「左上腕骨骨折、左肘脱臼、右尺骨

骨折、右大腿骨転子下骨折、骨盤骨折、骨折による膜様部尿道外傷、尿道狭さく」

と診断され、その後、Ｇ病院に転医し、加療の結果、平成○年○月○日、治ゆ（症

状固定）となった。 

請求人は、治ゆ後、障害が残存するとして、監督署長に障害補償給付を請求し

たところ、監督署長は、請求人に残存する障害の程度は労働者災害補償保険法施

行規則別表第１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」という。）第

８級に該当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分を

行った。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 
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第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に残存する障害が障害等級第８級を超える障害等級に該当

する障害であると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断  

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人に残存する障害について検討すべきものは、請求人の自訴や本件に係

る医師の見解から、左上肢の機能障害、右下肢の機能・短縮障害、胸腹部の臓

器の障害、左上肢・右上肢・腰部・右下肢の神経症状であると認められる。 

（２）左上肢の機能障害についてみると、 

   左肩関節可動域について、Ｈ医師は、平成○年○月○日付け診断書において、

「患側：屈曲１２５°、伸展５０°、外転８０°、内転０°健側：屈曲１７５°、

伸展５０°、外転１７５°、内転０°」と記載し、主要運動である外転・内転

において、１／２以下の可動域制限を認めている。Ｉ医師も、平成○年○月○

日付け意見書において、「患側：屈曲１２５°、伸展５０°、外転８０°、内転

０°健側：屈曲１７５°、伸展５０°、外転１７５°、内転０°」と記載し、

主要運動において、１／２以下の可動域制限を認めている。 

   左肘関節可動域について、Ｈ医師及びＩ医師は、上記診断書及び上記意見書

において、いずれも主要運動において、１／２以下の可動域制限を認めている。 

   これらの所見から、いずれの関節も、可動域制限が１／２以下であることが

認められることから、当審査会としても、残存する障害はいずれも「１上肢の

３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの」として第１０級の９に該

当し、併合の方法を用いて、障害等級準用第９級に該当するものと判断する。 

（３）次に、右下肢の機能障害についてみると、Ｈ医師及びＩ医師は、上記診断書
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及び上記意見書において、右股関節及び右膝関節には健側に比べ若干の可動域

制限は認められるものの、障害等級に該当する障害は残存していないとしてい

る。 

   これらの所見から、当審査会としても、右股関節及び右膝関節において、障

害等級に該当する障害は残存していないものと判断する。 

（４）次に、右下肢の短縮障害についてみると、Ｈ医師は、上記診断書において、

「右下肢長８１.５ｃｍ、左下肢長８２.５ｃｍ」と記載し、Ｉ医師も、平成○

年○月○日付け意見書において、「脚長差は診断の通り１ｃｍの短縮と認められ

る。」と所見している。 

   これらの所見から、当審査会としても、右下肢に残存する障害は「１下肢を

１ｃｍ以上短縮したもの」（障害等級第１３級の８）に該当するものと判断する。 

（５）次に、胸腹部臓器の障害についてみると、Ｊ医師は、平成○年○月○日付け

診断書及び同年○月○日付け意見書において、要旨、「骨盤骨折による膜様部尿

道外傷による膜様部尿道狭さく、尿道鏡検査にて括約筋の近位部に約２～３ｍ

ｍくらいになった狭さく部を認めた。排尿障害としては、軽度であると考えら

れる。尿道ブジーは必要ないと判断する。経過を３か月～６か月毎に見るだけ

で十分と考える。」と所見している。 

   これらの所見から、当審査会としても、尿道狭さくによる障害等級は、「『シ

ャリエ方式』尿道ブジー第２０番（ネラトンカテーテル第１１号に相当する。）

が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの」と認められることから障

害等級準用第１４級に該当するものと判断する。 

   また、請求人が訴える尿漏れ、残尿感、頻尿については、Ｊ医師の上記意見

書において、要旨、「残尿量１０ｍｌ」と記載されていることから、当審査会と

しても、請求人には障害等級に該当する障害は残存していないものと判断する。

さらに、勃起障害については、Ｊ医師の上記意見書において、要旨、「本人の自

覚症状により、勃起に関係する神経、血管等が、骨盤外傷によって発生したも

のと推測される。」とされているが、これは、あくまで推測にとどまることから、

本件災害との相当因果関係を認めることはできないものと判断する。    

（６）さらに、神経症状についてみると、請求人は、申立書において、要旨、「左肘

の痛み、右尺骨痛み、腰痛」と記載している。これに対し、Ｈ医師は、上記診

断書において、要旨、「両上肢、右下肢疼痛あり」と所見している。Ｉ医師も、
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上記意見書において、要旨、「両上肢、右下肢、腰部に疼痛を残し局所の神経症

状を残すものに該当する。」と述べている。 

   これらの所見から、当審査会としても、請求人に残存する神経症状は、左・

右上肢、右下肢、腰部において「局部に神経症状を残すもの」（障害等級第１４

級の９）に該当するものと判断する。 

   しかし、左上肢と右下肢の疼痛については、左上肢の機能障害と右下肢の短

縮障害に通常派生する関係にあるものと判断する。また、右上肢及び腰部につ

いては、それぞれ第１４級の９に該当するので、併合の方法を用いて障害等級

準用第１４級に該当すると判断する。 

（７）以上のことから、当審査会としても、請求人に残存する障害は、左上肢の機

能障害（障害等級準用第９級）、右下肢の短縮障害（障害等級第１３級の８）、

胸腹部臓器の障害（障害等級準用第１４級）、神経症状（障害等級準用第１４級）

であるので、併合の方法を用いて障害等級併合第８級に該当するものと判断す

る。 

３ 以上のとおりであるので、請求人に残存する障害は障害等級第８級を超えるも

のとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした障害補償給付の

支給に関する処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


